
　下郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任免、職員数、職員の

給与及び勤務時間その他の勤務条件の状況などについて、そのあらましをお知らせします。

１　職員の任免及び職員数に関する状況
(１)　職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

(注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

(２)　年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） （単位：人）

(３)　採用試験の実施状況（令和5年度） （単位：人）

(４)　職員の採用及び退職状況 （単位：人）
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２　職員の人事評価の状況
　職員の職務上の行動を、能力・規律の評価尺度により評価する「能力評価」と、目標管理制度

を活用して難易度・達成度により評価する「業務評価」の２つの指標を用いた人事評価制度を実

施しています。

３　職員の給与の状況
(１)　総括

　ア　人件費の状況（普通会計決算：令5年度）

　イ　職員給与費の状況（普通会計決算：令和5年度）

（注）１　職員手当には退職手当及び児童手当を含まない。

      ２　職員数は、令和5年4月1日現在の人数である。

　ウ　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１ ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数。

　　　２　類似団体平均は、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの。

　エ　給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

A B

千円

A B

５年度

住民基本台帳人口

923,209

　　　　　　％

一人当たり

歳出額 実質収支

370,333円

給与費 B/A

千円

492,479

５年度

職員数

444,219

給　　　　　与　　　　　費

3,234円 ％ ％

支給月数

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月
　　　　数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数。

支　給　月　数

月

367,099円

職員手当給　 料

1.10 1.1

3年度
4.46 4.35 0.11

（注） 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス
　　　　比較した平均給与月額。

区分

福島県人事委員会の勧告
下郷町の

年間支給月数

Ａ

勧　告 国　の　年　間

0.10 4.5

割合

（参考）

区分 民間給与 公務員給与

5年度
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人件費
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％

(0.88%) 1.02

給与改定率

（参考）

較差 勧　告 国の改定率

A-B

A-B (改定月数)

人件費率

18.8

（注）　人件費には職員給（事業費支弁職員含む）のほか、議員報酬及び町消防団員報酬等を含む。

区分
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下郷町 類似団体平均 全国町村平均



(２)　職員の平均給与月額、初任給等の状況（令和５年４月１日現在)
　ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　イ　職員の初任給の状況

円 円 円

円 円 円

　ウ　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

円 円 円

円 円 円

(３)　一般行政職の級別職員数等の状況(令和６年４月１日現在)

副主査の職務

2 部長級

主任主査、係長、主査の職務３　　級

４　　級

５　　級 12

2

12

28.1%

副主幹

課長補佐

主幹

課長

1

課長補佐級

2.1%

7

主任主査

課長級
教育次長 1

12.5%
局長

11

係長級

主査

18 18.8%

％

14
21 21

5

5

2参事2.1%

課長補佐又は副主幹の職務

困難な業務を行う課長、参事の職
務

１　　級

299,85940.9

主事補

下郷町
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合計 職制上の段階
基準となる職務

６　　級
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39.8
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一般行政職

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒

157,900高　校　卒
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人数
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国
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28.1% 10
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5

係員級

２　　級

主事、技師、栄養士、主事補、技
師補の職務 主事

35.4%

3係長

196,100
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福 島 県
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課長、教育次長、議会事務局長、
主幹の職務
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一般行政職

21.9%

27

21.9%

12.5%
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等　級
職名

類似団体平均

下郷町



(４)　職員の手当の状況
　ア　期末手当・勤勉手当（一般行政職）

千円 千円

（５年度支給割合） （５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算　5～15％

　イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、5年度に退職し退職手当を支給された職員の平均額である。

　ウ　地域手当

　エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

千円

円

％

　オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　・管理職加算　15～25％

1,249 1,622

2.4

（支給率）

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度）

月分

月分

6.3

手当の種類（手当数）

勤続２５年28.0395

１人当たり平均支給額（４年度）

勤続２０年

自己都合

1.95 2.40

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～20％ 　・役職加算　5～20％

勤続２５年

39.7575

その他の加算措置

月分

39.7575

月分

月分

47.709

月分月分

勤続３５年

最高限度額

　・管理職加算　10～25％

47.709

国

国

2.00

自己都合 勧奨・定年

19.6695 月分 24.58687519.6695 月分 勤続２０年

月分

勧奨・定年

47.709

下　　　郷　　　町

1.95 2.4

福　　　　　島　　　　　県下　　　　　郷　　　　　町

１人当たり平均支給額（４年度）
―

勤続３５年

（支給率）

その他の加算措置

47.709

　日額　500円

最高限度額

　定年前早期退職特例措置 2～20％加算

1632千円　１人当たり平均支給額

　定年前早期退職特例措置 2～45％加算

　町税等の徴収業務 　日額　300円

月分

な し

支給実績（５年度決算） 43

7

左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 7,088

手　　当　　の　　種　　類　（業　務　内　容）

33.27075

47.709

47.709

28.0395 月分 33.27075 月分

月分 月分

（注）　選挙執行の有無等により毎年度変動があります。

職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 250

24.586875

月分

　日額　300円

　行路死亡人の処理業務

269

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ）

　防疫等の物件の処理業務

　精神障害者の訪問調査、移送等業務 　日額　300円

　特殊機械（除雪機械等）の運転業務 　日額　300円

　公共用地等の取得業務 　日額　300円

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 18,810

　１件　5,000円

　危険作業の業務

17,254

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）



　カ　その他の手当（令和5年4月1日現在）

円

円

円

円

円

　キ　特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

給料月額×在職月数×支給率（48/100）

給料月額×在職月数×支給率（29/100）

給料月額×在職月数×支給率（20/100）

(注）退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年＝48月、教育長のみ3年＝36月)          

勤めた場合における退職手当の見込額である。        

4,161,600円 任期ごと

8,393,760円 任期ごと

        6月期　　1.675月分
     　12月期　　1.675月分
     　　計　　　 3.35月分

260,989

―

期　　末　　手　　当

手　当　名

千円

（５年度決算）

国の制度と
異なる内容

支給実績
（５年度決算）

平均支給年額

職員1人当たり

千円

千円

月額9,500円
を超える家賃
を払う職員

4,544 千円 267,300

扶養手当
扶養親族のある職員に支給
（支給額）6,500～10,000円

― 11,745

給
料

町　長 757,000

通勤手当

通勤のため、交通機関等を利
用してその運賃等を負担、自
動車等交通用具使用を常例と
する職員
交通機関利用：6箇月定期券等
の価格による一定額
交通用具使用：通勤距離に応
じた額（上限：45,800円）

異なる

運賃相当額
61,000円超え
る額の1/2を
加算

7,433

管理、監督の地位にある職員
（支給額）8～10％（定率）

異なる
定額化してい
ない

7,692

        6月期　　1.675月分
     　12月期　　1.675月分
     　　計　　　 3.35月分

副町長 603,000

6,036 千円

95,291

384,588

64,905

住居手当
借家等に居住し、月額9,500円
を超える家賃を払う職員
上限：28,000円

異なる

委員長

（1期の手当額） （支給時期）

町　長 17,441,280円 任期ごと

議　員 211,000

218,000

（算定方式）

副議長 233,000

議　長

区　　　分 給　料　月　額　等

内容及び支給単価
国の制度
との異同

教育長 578,000

報
酬

基準日（毎年11月から翌年3月
までの各月の初日）に、支給
対象地域に在勤する職員(支給
額）地域区分、世帯等の区分
に応じた額

同じ

同じ

管理職手当

寒冷地手当

302,000

副町長

退
職
手
当

教育長



４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況及び休業に関する状況

(１)　職員の勤務時間の状況
　一般的な職員の勤務時間は、休憩を除き、１日について７時間45分（午前８時30分～午後５時15分）、１週間

について、38時間45分です。

(２)　職員の年次有給休暇の使用状況
　年次有給休暇は、１年ごとに20日付与されており、20日を超えない範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことが

できることになっています。

　令和5年の１人当たりの平均使用日数は、次のとおりです。

(注）町長部局のみ。育児休業、年度途中採用、派遣、休職者除く。

(３)　病気休暇及び特別休暇の状況
　病気休暇は職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない場合に認めら

れる有給休暇です。

　特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが

相当である場合として規則で定められている有給休暇です。

主な休暇の内容は次のとおりです。

※令和５年度中に新たに育児休業を取得した職員・・・３人

５　職員の分限及び懲戒処分の状況

令和5年4月1日～令和6年3月31日集計

６　職員の服務の状況
　職員の服務について、地方公務員法第30条に服務の根本基準が定められているほか、法令等及び上司の命令に

従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業等の従事

制限などの義務や制限が課されています。

　なお、令和5年度における主な職務専念義務免除の件数等は次のとおりです。

７　職員の退職管理の状況
　令和5年度に退職した職員の状況は、次のとおりです。 （単位：人）

0

　 0 0 0

0人 1人 6人

１人当たり平均使用日数

分限処分者数

続柄により
１～10日

５日以内 ５日以内

種類

減給戒告

７日以内
産前８週間
産後８週間

２日以内
１日30分
以内２回

免職 合計 停職

忌引休暇

付与
日数

結婚休暇
産前産後

休暇
妻の出産

休暇
育児時間

休暇

５日以内

夏季休暇
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
休暇

子の看護
休暇

1人

合計

0人 5人

免職

区　　分
定年 勧奨 その他 合計

事由別退職者数

保 育 士 0 0 0 0

1 1

4

建　　築 0

合　　計 5 5

保 健 師 0

4

職務専念義務免除

0

承認件数

免除理由

77件

各種健診の受診、新型コロナワクチン接種など

0

休職 降給

一般事務

12.9 日

0人 0人 0人 1人

降任

0

懲戒処分者数

0



８　職員の研修の状況

　職員の勤務効率の発揮及び推進のため、職層や経験年数に応じて行う基本研修や、個々の職員が習得したい知

識及び技能を受講希望する選択型研修のほか、専門研修、職場研修、派遣研修等の各種研修を実施しています。

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

(１)　職員の福利厚生の実施状況
　ア　安全衛生管理

　職員の安全の確保及び健康の保持増進を図り、快適な職場環境を実現するため、労働安全衛生法及び下郷町職

員安全衛生管理規則に基づき、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任するとともに、安全衛生委員会等を設

置し、職員の安全衛生管理に努めています。

　イ　職員の健康管理

　疾病の予防、早期発見を図るため、各種健康診断等を実施し、職員の健康管理に努めています。

　令和5年度の実施状況は、次のとおりです。

※会計年度任用職員含む

(２)　職員の利益の保護の状況
　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する審査請求制度により保護されています

が、令和5年度中の不服申立て等の実績はありませんでした。

生活習慣病検診

その他の検診 36

人間ドック 21

種　　　類 受診者数（人）

68

ストレスチェック※ 149


